
日常生活をよりきめ細かく支援するために実施します

障がいのある方を支える
福祉サービスを拡大・変更

　

障
が
い
の
あ
る
方
の
暮
ら
し
を

支
え
る
た
め
の
法
律
「
障
害
者
総

合
支
援
法
」
の
改
正
に
伴
い
、
4

月
か
ら
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
拡

大
・
変
更
し
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
障
が
い
の
あ
る
方
の

日
常
生
活
や
社
会
生
活
を
幅
広
く

支
援
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
実
施

す
る
も
の
。
障
が
い
の
あ
る
方
や

そ
の
家
族
に
と
っ
て
、
よ
り
利
用

し
や
す
い
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
な
る

よ
う
に
仕
組
み
を
見
直
し
ま
す
。

　

な
お
、
手
続
き
が
必
要
に
な
る

方
に
は
、
順
次
案
内
文
を
送
付
し

ま
す
の
で
、
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
　
　

区
役
所（
1
㌻
）の
保
健
福

祉
課

主なものを紹介します［  4月から拡大・変更するサービス ］

詳
細

保育所などを利用する乳幼児
が2人以上いる世帯で、第2子
以降の子が心身の発達や基
本的な生活動作の習得など
を促すための「障害児通所支
援」を利用するとき、利用状
況に応じて負担額が軽減さ
れる場合があります。

障がいのある方への必要な
支援の度合いを示す「障害
程度区分」の名称や認定
時の調査項目などが変わ
り、新たに「障害支援区分」
になります。4月以降に区分
の更新手続きが必要になる
方から、順次切り替えます。

障がいのある方への
必要な支援の度合いを示す
「区分」を変更

変更
児童福祉法に基づく負担額の軽減も

乳幼児が2人以上いる家庭の
通所サービスの負担額を軽減

軽減

身体介護や家事援助、外
出の支援などを総合的に
行う「重度訪問介護」サー
ビス。重度の知的・精神障
がいのある方も、心身の状
況に応じて利用できるよう
になります。

「重度訪問介護」のサービスを、
重度の知的・精神障がいのある方も
利用可能に

拡大

必要とする介護の程度によ
り分かれていた「ケアホーム」
と「グループホーム」を一元
化。食事や排せつなどの必
要な介護が、心身の状況に
応じて受けられます。

障がいのある方が共同生活を送る場
「ケアホーム」を
「グループホーム」に統合

変更
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